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取組について
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説明内容
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1. みやぎICT・データ利活用推進プラン

2. オープンデータみやぎ

3. これまでの経緯

4. 今後の取組について



１．みやぎICT・データ利活用推進プラン
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 計画期間 Ｈ２９年度～Ｒ２年度 ４年間

 （都道府県官民データ活用推進計画としての計画期間は

 Ｒ１～Ｒ２年度 ２年間）

 基本目標 ＩＣＴとデータの利活用で実現する豊かなみやぎ

 重点目標 安全・安心なくらしの構築

快適・便利なくらしの構築

活力ある豊かな地域の構築

行政運営の最適化の推進

オープンデータの推進について明記



２．オープンデータみやぎ

平成２７年２月 国が「地方公共団体オープンデータ推進

ガイドライン」を策定

平成２８年５月 「オープンデータみやぎ」を開設
（http://www.pref.miyagi.jp/site/opendata-miyagi/）
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項目別
にデータ
を格納



２．オープンデータみやぎ

【推進の意義】

 経済の活性化，新事業の創出

企業・団体等が，データの収集，加工，分析により新たなサービスを提供するビ
ジネスを創出することができる。

 官民協働による公共サービスの実現

地域課題解決に向けて，県民と現状を共有し，課題を具体化し，その解決策・実
現策を協働で実現できる。

 行政の透明性・信頼性の向上

本県が保有する情報をオープンデータとして公開することにより，行政の透明性
や信頼性の向上が図られる。
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２．オープンデータみやぎ

【基本原則】

 本県が保有するデータは，積極的に公開する。

 取組可能なデータから公開する。

 機械判読に適したデータ形式で公開する。

 営利目的も含め二次利用可能なライセンスで
公開する。
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【参考】ＣＣ ＢＹとは

原作者のクレジット（氏名，作品のタイトルなど）を表示
することを主な条件とし，改変はもちろん，営利目的で
の二次利用も許可される最も自由度の高いＣＣライセン
ス。 出典：クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは（クリエイティブ・コモンズ・ジャパン）

【宮城県オープンデータサイト利用規約】
（１）ライセンスされている著作物を改変せずにそのまま複製して利用されるときは，次のク
レジットを記載してください。
[ライセンスされている著作物のタイトル]，宮城県[その他の著作権者]，クリエイティブ・コモ
ンズ・ライセンス表示 4.0国際（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja）

（２）ライセンスされている著作物を改変して利用されるときは，次のクレジットを記載してく
ださい。
この[作品・アプリ・データベース等]は以下の著作物を改変して利用しています。[ライセン
スされている著作物のタイトル]，宮城県[その他の著作権者]，クリエイティブ・コモンズ・ラ
イセンス 表示 4.0国際（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja）
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３．これまでの経緯
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平成２７年度

・庁内ワーキンググループでオープンデータの公開検討

 平成２８年度

・宮城県オープンデータサイト「オープンデータみやぎ」を公開

・オープンデータ推進セミナーを開催



３．これまでの経緯
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 平成２９年度

・推奨データセットの公開を受け，データ拡充

Ex..子育て施設一覧，文化財一覧

 令和元年度

・オープンデータリーダ育成研修開催

令和元年７月３１日現在で

１２項目１２５データセットを公開中



４．今後の取組について
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 県民，企業，民間団体等の利用者ニーズの
把握及び連携に努める

→ 「オープンデータみやぎ」利用者アンケートを

実施中


